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Ⅰ 神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 

 

１ 趣旨 

平成28年３月に策定した「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について、既に達成された目標値の見直しや取組内容の充実等を図り、

より効果的に取組みを進めていくために、改訂を行う。 

 

２ 経過 

・ 「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略2017年度評価報告書」

（平成30年11月）のとりまとめに際し、神奈川県地方創生推進会議及

び県議会から、これまでの地方創生の取組みを踏まえ、計画の残り期

間について、さらなるＫＰＩの追加や目標値の変更、取組内容の充実

などの対応が望まれる、との指摘を受けた。 

・ これらを踏まえて、庁内において、「主な取組み」やＫＰＩの見直し

について検討・整理するとともに、平成31年１月22日開催の神奈川県

地方創生推進会議において、「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の改訂について議論し、方向性の了承を得た。 

 

３ 改訂案の概要 

(1) 「主な取組み」の追加 

・ 追加した「主な取組み」の数 ４（うち、再掲１） 
基本 
目標 中柱 小柱 追加(再掲)した「主な取組み」 

１ (4) 観光産業 ①観光産業の振興 
魅力的な観光地の形成及び観光消費
につながるコンテンツづくり 

２ 

(1)神奈川ライフ
の展開 

①神奈川ライフの展
開による移住・定
住の促進 

「関係人口※」の創出 

(4)地域資源を活
用した魅力づ
くり 

③かながわシープロ
ジェクトの推進 

海からしか見ることができない景観
を観光コンテンツとした海洋ツーリ
ズムの展開 

３ 
(1)結婚から育児

までの切れ目
ない支援 

③妊娠・出産を支え
る社会環境の整備 

保育環境の整備 ＜再掲＞ 

※ 定住人口と交流人口の中間の、地域の人々などと多様に関わる方。  
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(2) 数値目標の見直し ２ 

基本 
目標 数値目標 

2019年(度)目標値 

改訂前 改訂後 

１ 観光消費額総額（暦年） 1兆6,000億円 1兆1,500億円 

４ 
「未病センター」認証数、「かながわ未病改善協
力制度」の参加事業所数（累計） 

10,500箇所 12,500箇所 

 

(3) ＫＰＩの見直し 

・ 目標値を見直したＫＰＩの数 16 

基本 
目標 中柱 小柱 ＫＰＩ 年(度) 

目標値 
改訂前 改訂後 

１ 

(4)観光産業 
①観光産業の振

興 

県内を周遊する体験型
ツアーの企画・商品化件
数（累計） 

2018 800件 1,400件 

2019 1,000件 1,600件 

観光関連事業者等を対
象とした研修会等の開
催回数（累計） 

2018 (35回) (35回) 

2019 43回 155回 

(5)産業創出 
・育成 

③県内産業の成
長促進 

事業引継ぎ支援センタ
ーでの相談件数 

2018 250件 300件 

2019 300件 350件 

２ 

(1)神奈川ラ
イフの展
開 

①神奈川ライフ
の展開による
移住・定住の
促進 

地域の魅力を生かした
県内への移住促進のPR
映像の視聴数（累計） 

2018 23万回 60万回 

2019 25万回 75万回 

ちょこっと田舎・かなが
わライフ支援センター
等での移住相談などの
件数（累計） 

2018 2,300件 4,800件 

2019 3,000件 7,000件 

(2)神奈川モ
デルのシ
ョーケー
ス化 

③ロボットと共
生する神奈川
の発信 

生活支援ロボットを体
験する取組みに参加し
た人数（累計） 

2018 17,200人 46,000人 

2019 21,200人 62,000人 

(3)観光プロ
モーショ
ンの推進 

①外国人観光客
の誘致促進 

海外のメディアや旅行
会社の招請社数（累計） 

2018 104社 145社 

2019 131社 160社 

外国人向け動画コンテ
ンツの配信等の回数（累
計） 

2018 40回 90回 

2019 60回 120回 

②国内観光客の
誘致促進 

映像などのコンテンツ
の制作件数（累計） 

2018 (100件) (100件) 

2019 115件 270件 

(4)地域資源
を活用し
た魅力づ
くり 

①県西地域活性
化プロジェク
トの推進 

県西地域（２市８町）の
年間入込観光客数（暦
年） 

2018 3,550万人 3,620万人 

2019 3,620万人 3,625万人 

③かながわシー
プロジェクト
の推進 

「Feel SHONAN」ウェブ
サイト・SNSの閲覧数 

2018 180万回 200万回 

2019 200万回 210万回 

⑤地域のマグネ
ットとなる魅
力づくり 

新たな観光の核づくり
地域の年間入込観光客
数（暦年） 

2018 (320万人) (320万人) 

2019 326万人 356万人 

伝統工芸品などの地域
産業資源の指定件数（累
計） 

2018 160件 170件 

2019 165件 175件 
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基本 
目標 中柱 小柱 ＫＰＩ 年(度) 

目標値 
改訂前 改訂後 

３ 

(1)結婚から
育児まで
の切れ目
ない支援 

③妊娠・出産を
支える社会環
境の整備 

風しん予防接種者報告
件数（累計） 

2018 64,000件 88,000件 

2019 80,000件 137,000件 

４ 
(1)健康長寿

のまちづ
くり 

①未病を改善す
る環境づくり 

「未病センター」認証
数、「かながわ未病改善
協力制度」参加事業所数
（累計） 

2018 
(10,000 

箇所) 
(10,000 

箇所) 

2019 
10,500 

箇所 
12,500 
箇所 

②高齢になって
も活躍できる
社会づくり 

サービス付き高齢者向
け住宅の登録戸数（累
計） 

2018 (11,100戸) (11,100戸) 

2019 11,800戸 13,800戸 

※ 括弧書きは今回の改訂で修正のない目標値。 

 

・ 追加したＫＰＩの数 ３（うち、再掲１）    
基本 
目標 中柱 小柱 追加(再掲)したＫＰＩ 年(度) 目標値 

２ 

(4)地域資源
を活用し
た魅力づ
くり 

②三浦半島魅力最大化
プロジェクトの推進 

各種イベント参加者
数（暦年） 

2018 128,000人 

2019 132,000人 

④マグカルの推進 
神奈川文化プログラ
ム認証件数（累計） 

2018 347件 

2019 677件 

３ 

(1)結婚から
育児まで
の切れ目
ない支援 

③妊娠・出産を支える社
会環境の整備 

保育所等利用待機児
童数 ＜再掲＞ 

2018 0人 

2019 0人 

 

※ なお、来年度は「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」５年計画

の最終年度に当たることから、中長期的な視点で取り組む必要がある項目

については、次期総合戦略の策定を進めていく中で検討を行う。 

 

【参考】 

 基本 
目標 中柱 小柱 主な取組み ＫＰＩ 

策定時（平成28年３月） 

４ 16 31 

108（再掲３を含む） 74（再掲５を含む） 

前々回改訂（平成29年３月） 108（再掲３を含む） 88（再掲６を含む） 

前回改訂（平成30年３月） 115（再掲３を含む） 92（再掲６を含む） 

今回改訂（平成31年３月） 119（再掲４を含む） 95（再掲７を含む） 

 

４ 今後の予定 

平成31年３月  「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成

31年３月改訂）」公表 
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Ⅱ 建設現場における週休２日制確保モデル工事について 

   

１ これまでの取組 

県土整備局では、建設現場における労働環境の改善に向けた取組の一

環として、平成28年11月に「週休２日制確保モデル工事実施要領」を策

定し、モデル工事を実施している。 

  (1) モデル工事の概要 

ア 対象工事 

モデル工事の対象は、原則、６千万円以上の土木工事とする。 

イ 週休２日の考え方 

週休２日とは、土曜日・日曜日の連続した現場閉所（休日）とす

る。 

ウ 発注方式 

受注者が週休２日に取り組むか否かを選択できる「受注者希望

型」とする。 

エ 工事成績評定の加点 

週休２日を８割以上達成した場合には、工事成績評定で１点加点

する。 

オ その他 

週休２日制確保に向けた課題を把握するために、モデル工事の完

成時に、受注者に対して、アンケート・ヒアリングを行う。 

 

(2) モデル工事の実施状況 

平成30年12月末までに、モデル工事を220件発注し、受注者が希望

した131件（約60％）で、週休２日に取り組んでおり、64件の工事が

完成している。 

完成した64件のうち、週休２日を８割以上達成した工事は、55件

（約86％）となっている。 

 

(3) アンケート・ヒアリング結果 

モデル工事の受注者に実施したアンケート・ヒアリングでは、主に

次のような意見や要望が出されている。 

ア モデル工事の発注件数の拡大 

イ 土曜日・日曜日に限定しない柔軟な週休２日への見直し 

ウ 雨天日も休日に含める見直し 

エ 週休２日が取得しやすい適切な工期設定 

オ 週休２日の取組に伴う賃金や経費の増額 
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２ 平成31年度の取組予定 

(1) モデル工事の見直し 

県土整備局では、アンケート・ヒアリングの結果を踏まえるととも

に、国が試行として取り組んでいる労務費等の割増補正や、土曜日・

日曜日に限定しない柔軟な週休２日制などを参考に、次のとおりモデ

ル工事の見直しを行う。 

今後も国や他自治体の動向を注視しつつ、必要な見直しを行う。 

 

 (2) 見直しの概要 

ア 対象工事 

土木工事については、対象を３千５百万円以上に拡大する。 

これまで対象としていなかった建築工事については、７千万円

以上の新築工事を新たに対象とする。 

また、いずれについても、工期は３カ月以上の工事とする。 

ただし、災害復旧工事など、発注時に週休２日の取組が困難と

見込まれる工事等は対象外とする。 

   イ 週休２日の考え方 

     週休２日を、土曜日・日曜日の連続した現場閉所に限定せず、４

週８休以上の現場閉所に改める。 

また、降雨、降雪等による現場閉所も休日に含める。 

ウ 発注方式 

  引き続き、「受注者希望型」とする。 

なお、大規模な工事については、国や他自治体の取組を参考に、

週休２日に取り組むことを発注者が指定する「発注者指定型」の導

入も検討していく。 

エ 労務費等の割増補正 

現場閉所率28.5％（４週８休）以上を達成した場合には、労務

費等について国と同様の補正係数を用いて、割増補正を行う。 

 

表１ 週休２日を達成した場合の割増補正の係数 

国土交通省が平成30年４月１日以降に入札手続を開始する 

工事において適用中の補正係数 
 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費率 現場管理費率 

土木工事 1.05 1.04 1.04 1.05 

建築工事 1.05 － － － 
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オ 工事成績評定の加点 

現場閉所率28.5％（４週８休）以上を達成した場合には、工事成

績評定で１点加点する。 

また、土曜日・日曜日の連続した現場閉所を達成した場合には、

更に１点加点（計２点）する。 

カ 適用時期 

平成31年４月１日以降に公告するモデル工事から適用する。 

なお、平成30年度ゼロ県債工事については、平成31年度予算の

前倒し発注であることから、見直し後の新たな実施要領を適用で

きるよう特例的な措置を行う。 

キ その他 

  週休２日の普及に向けて、引き続きアンケートなどにより、受

注者の意見を把握していく。 
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Ⅲ 神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針の改定（案）について 

１ 改定の経緯 

県立都市公園は、県民の憩いの場となることはもとより、災害時の

避難場所や、地域のにぎわいの拠点などにもなり、近年、少子高齢化

の進展など、社会経済情勢が変化する中で、都市公園へのニーズは、

多様で高度なものとなっている。 

また、県立都市公園では、施設の老朽化に伴い、修繕や更新の需要

が高まっているほか、平成 18 年度から導入している指定管理者制度に

ついて、より一層の効果的運用が求められている。 

こうした様々な課題に、総合的に対応していくため、「神奈川県立

都市公園の整備・管理の基本方針」を平成 23 年３月に策定したが、そ

の後、都市公園法の改正により、「公募設置管理制度（Park－PFI）」

が創設されるなど、都市公園を取り巻く状況に大きな変化があった。 

そこで、基本方針を改定することとし、神奈川県公園等審査会での

審議を踏まえて取りまとめた改定素案について、平成 30 年第２回県議

会定例会で報告したうえで、県民意見募集を実施し、このたび、改定

案を取りまとめたところである。 

２  改定案の概要 

(1) 現況と課題

「ともに生きる社会かながわ憲章」の制定や、近年における県の予

算の推移など、社会状況の変化を踏まえ、誰もが安全で快適に利用で 

きるようハード、ソフト両面からの取り組みを強化していく必要性を 

明確化するなど、県立都市公園の整備・管理に係る課題を精査して整理。 

ア 効率的で効果的な公園整備と維持管理

イ 県立都市公園の整備・管理の新たな指標の確立

ウ サービス水準の確保と更なる向上

エ 持続可能な社会の実現への更なる取り組み

オ 大規模な自然災害への具体的で実効性のある対応

カ 高齢者、障がい者など誰もが楽しめる公園づくり

キ 周辺資源との機能連携や情報発信の工夫を通じての地域活性化への貢献

ク 県民、ＮＰＯ、民間事業者など多様な主体との協働・連携の推進
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(2) 基本方針 

     課題に対応するための施策体系を、５つの視点、10の施策の方向性、

24の施策展開の具体例として整理。 

特に、視点については、これまで１つに統合していた「災害対応の

推進」と「ユニバーサルデザインの推進」を、それぞれ独立させ、施

策の方向性として、自然災害への防災力の向上や、誰もが安全・安心

に楽しめる公園づくりをめざすことを明確化。 

また、施策展開の具体例については、都市公園法の改正を受け、

Park－PFI等による「民間活力の活用」の項目を新設したほか、ニー

ズに照らした施設集約等を含め、より効率的な施設更新の手法を検討

することなどについて、施策展開の具体例の記述を充実。 

 

 □課題に対応する施策体系の一覧表 
 

対応 

課題 
視点 施策の方向性 施策展開の具体例 

エ 
・ 
ク 

Ⅰ 

自然環境の 

保全と活用 

(1)  

生態系や生物

多様性の保全 

① 自然環境情報の共有と整備・管理方法への反映 

② 外来生物対策や自然植生復元などの動植物の生

息環境づくり 

(2) 

地球環境問題

等への地域か

らの対応 

③ 環境学習フィールドとしての機能向上 

④ 環境負荷軽減の推進と都市生活環境問題へのア

プローチ 

オ 
Ⅱ 

災害対応の 

推進 

(3) 

緊迫する自然

災害への対応 

⑤ より具体の発災時想定に基づく連携対応強化に

よる防災力の向上 

⑥ 様々な災害に対応する防災施設の整備 

カ 

Ⅲ 

ユニバーサ 

ルデザイン 

の推進 

(4) 

誰もが安全・

安心にすごせ

る公園づくり 

⑦ 安全で安心な公園のための施設の整備と管理 

⑧ ユニバーサルデザインの推進 

⑨ 誰もが楽しめる利用・健康増進プログラムや憩

いの空間の提供 

キ 
・ 
ク 

Ⅳ 

地域活性化 

への貢献 

(5) 

歴史や文化の

継承と創造 

⑩ 歴史資源や伝統行事の継承 

⑪ 地域文化を育む舞台となる公園づくり 

(6) 

地域と一体と

なった魅力の

向上 

⑫ 周辺施設や観光資源とのネットワーク 

⑬ 地域活性化の推進 

⑭ 風景美術館をめざした景観づくり 
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ア 
・ 
イ 
・ 
ウ 
・ 
カ 
・ 
キ 
・ 
ク 

Ⅴ 

効率的で 

効果的な 

公園整備と

サービス 

(7) 

質の高いサー

ビスの提供 

⑮ 指定管理者制度の効果的運用 

⑯ ニーズ把握を踏まえた施設・サービスの充実 

⑰ 広報、情報発信等の工夫 

(8) 

多様な主体と

の連携 

⑱ 連携の多様化 

⑲ 民間活力の活用（Park-PFI等の活用） 

⑳ 連携のための仕組みの推進 

(9) 

既存公園の再

生 

㉑ 公園施設長寿命化計画の策定と更新 

㉒ 公園再生の着実な推進 

(10) 

都市の魅力を

高める都市公

園整備の着実

な推進 

㉓ 都市公園の着実な整備の推進 

㉔ 国と連携したみどりの拠点整備 

 

(3) 公園づくりの推進 

基本方針は、県立都市公園全般に係る整備・管理の基本的な考え方

をまとめたものであり、今後、この基本方針を踏まえ、公園ごとに、

事業実施レベルの整備・管理計画を策定し、各公園の特性などに応じ

た施策展開を図ることにより、より良い公園づくりをめざしていく。 

 

３ 改定素案に係る県民意見募集（パブリック・コメント）の状況 

(1) 意見募集期間 

  平成30年７月23日～８月31日 

(2) 意見募集方法 

  県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧、関係団体等への周知 

(3) 意見の提出方法 

  郵送、ファクシミリ、電子メール等 

(4) 提出された意見の概要 

 ア 意見件数 94件 

   イ 意見の内訳 

区  分 件 数 

目的と位置づけに関するもの ３件   

社会状況の変化に関するもの ９件   

現況と課題に関するもの ６件   

基本方針に関するもの 59件   

公園づくりの推進に関するもの 17件   

合   計 94件   
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 ウ 意見の反映状況 

区  分 件 数 

ａ 改定案に反映しました。 ７件   

ｂ 既に改定案に盛り込まれています。 31件   

ｃ 今後の参考とします。 33件   

ｄ 反映できません。 ５件   

ｅ その他（感想・質問等） 18件   

合   計 94件   

 

   エ 主な意見 

    ａ 改定案に反映した意見 

    ・公園に帰宅困難者や避難生活者が来ることが想定される中、

備蓄品の整備についても、施策として記載する必要がある。 

ｂ 既に改定案に盛り込まれている意見 

  ・既存公園の整備と維持管理の視点が、「老朽化」と「コス

ト」ばかりとなっているが、「ニーズに合わせた施設改善・

再生」の視点も追加して記載すべき。 

ｃ 今後の参考とする意見 

  ・ユニバーサルデザインの推進について、施設整備や改修にあ

たっては、平常時だけでなく、災害時の避難場所として用い

られる場合等も想定した設計にしてほしい。 

ｄ 反映できない意見 

  ・施策展開の具体例の全般について、それぞれ取組主体を明記

してはいかがか。 

ｅ その他（感想・質問等） 

      ・未開園区域の整備にあたっては、計画の変更等について、地

元の理解と協力を得ることが重要と考える。 

 

４  今後の予定 

平成31年３月 「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」

を改定・公表 
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Ⅳ 神奈川県無電柱化推進計画の策定（素案）について 
 

１ 計画策定の背景と目的 
   道路上の電柱は、歩行者等の通行の妨げとなり、災害時には、電柱が

倒れるなどのリスクを有しているが、我が国の無電柱化率は低い状況に

ある。こうした中、平成 28年に「無電柱化の推進に関する法律」が施行

され、国の無電柱化推進計画を基本として、都道府県無電柱化推進計画

を策定することが都道府県の努力義務として規定された。 
   「神奈川県無電柱化推進計画」は、平成 30年４月に国が策定した「無

電柱化推進計画」を踏まえ、今後の無電柱化の基本的な方針、目標、施

策等を定めるもので、このたび、計画の素案がまとまったところである。 
 
 ２ 計画（素案）の概要 

(1) 基本的な方針 
県民と関係者の理解、協力を得て、次の３つの観点に基づく道路に

おいて無電柱化を推進する。 

ア 防災 

大規模災害発生直後から、救助活動人員や物資等の緊急輸送を円

滑かつ確実に行うための緊急輸送道路 

イ 安全・円滑な交通確保 

歩行者や車椅子使用者など、誰もが安全で移動しやすい歩行空間

の確保が求められる道路 

ウ 景観形成 

良好な景観を保全・形成し、地域の魅力アップや活性化を図るた

め、景観形成が望まれる地域内の道路 

 

(2) 優先的に取り組む区間 

特に重要な次の区間で優先的に無電柱化事業に取り組む。 

ア 防災 

緊急輸送道路のうち市町村庁舎などの災害対策本部周辺 

イ 安全・円滑な交通確保 

市町村が移動円滑化基本構想で定めた重点整備地区、乗降客数の

多い駅周辺 

ウ 景観形成 

市町村の景観計画等で定められた地区、主要観光地周辺、駅前商

店街の目抜き通り 
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  (3) 期間と目標 

    国の無電柱化推進計画期間である2020年度までに、優先的に取り組 

む区間のうち、電線管理者との調整状況などを踏まえ、事業中の箇所

を含め10.2kmの無電柱化事業に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 無電柱化の推進に関する施策等  

ア 無電柱化の事業手法 

電線共同溝方式などの無電柱化の事業手法については、コストに

も留意し、地域の方々や電線管理者等との調整を踏まえ決定する。 

イ 占用制度の運用  

  新設電柱の規制や、埋設された電線の占用料の減額措置など、道

路の占用制度を適切に運用する。 

ウ 関係者間の連携強化 

  国、県、市町村、電線管理者等からなる県無電柱化地方協議会な

どを活用して、関係者間の連携を強化し、効率的な整備に努める。 

エ 広報・啓発 

  無電柱化の重要性に関する県民の理解と関心を深めるため、広報・

啓発を行う。 

 

３ 今後の予定 
2019（平成31）年３月～６月 県民意見募集を実施、計画（案）の 

取りまとめ 

2019年７月         第２回県議会定例会へ計画（案）の 

報告、計画策定 

 

 

 

 

 
 

無電柱化を推進する道路 

2020年度 
までの目標 

 
優先的に 

取り組む区間 

緊急輸送道路 

 

安全で移動しや 

すい歩行空間が

 

 
良好な景観形成 

が望まれる道路 

  ア 防災 

 
イ 安全･円滑な 

交通確保 

 ウ 景観形成 

･災害対策本部周辺 

 
･重点整備地区、乗降 

客数の多い駅周辺 

 

･景観計画等で定めら 

れた地区、主要観光 

地周辺、駅前商店街 

の目抜き通り 

県管理道路 

 
10.2kmの無電柱化 

事業に着手 

 6.2km で着手 

5.6km で着手 

3.9km で着手 

求められる道路 

※重複があり、合計と内訳 

の延長は一致しない 

※事業中の箇所を含む 
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Ⅴ 真鶴港沖防波堤ケーソン製作工事に係る仲裁事件の結果について 
 
 １ 事件名 
   真鶴港港湾改修事業防波堤整備工事その１及びその２（真鶴港沖防波

堤ケーソン製作工事）請負契約に関する紛争 
 
 ２ 仲裁の相手方 

(1) 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 

     ＪＦＥエンジニアリング株式会社（以下「ＪＦＥ」という。） 
      代表取締役社長 大下 元 

(2) 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 

     株式会社三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング（平成 24 年７月１日

付けで三井造船株式会社から、海洋構造物の製作等の事業を承継。

その後、平成 30 年４月１日付けで三井造船鉄構エンジニアリン

グ株式会社から上記商号に変更。以下「三井」という。） 
      代表取締役社長 松田 篤 
 
 ３ 工事の概要 

(1) 対ＪＦＥ事件 

   ア 工事内容 真鶴港沖防波堤のケーソン１函を製作する工事 

   イ 契約額  331,017,750円 

   ウ 契約工期 平成 21年２月２日～平成 22年４月 30日 

(2) 対三井事件 

   ア 工事内容 真鶴港沖防波堤のケーソン１函を製作する工事 

   イ 契約額  305,986,800円 

   ウ 契約工期 平成 21年２月５日～平成 22年３月 31日 

 
 ４ 事件の概要 

(1) 先の事件の概要 

   真鶴港沖防波堤の整備にあたっては、東京湾沿岸の製作ヤードでケ

ーソンを製作後、海上に浮かべて真鶴港沖まで曳航し、設置箇所に据

え付けることとしていたが、全８函のケーソンのうち、１函目及び２

函目のケーソンについて、据付工事を受注した株式会社鈴木組（以下

「鈴木組」という。）が平成 22年６月 10日及び 22日に進水作業を行

ったところ、どちらのケーソンも大きく傾き作業が中止となった。 
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鈴木組は、進水作業の中止に伴う費用を増額する契約変更を県に求

めたが、県は、ケーソンに傾斜が発生した場合の鈴木組の情報収集や

準備が不足していたため、進水作業が中止になったとして増額に応じ

なかった。そのため、鈴木組は、平成 23年６月９日に神奈川県建設工

事紛争審査会（以下「審査会」という。）に対し、県を相手方とする仲

裁の申請を行い、県は、平成 24年５月 16日付けの審査会の仲裁判断

書に基づき、損害賠償金 164,296,573円の支払いを行った。 

  (2) 本件事件の概要 

   上記(1)の仲裁判断書において、ケーソン据付工事の中止は「主にケ

ーソン製作会社の安定計算の誤りによるもの」とされたことから、県

は、平成 24年 10月２日に、１函目のケーソンを製作したＪＦＥと、

２函目のケーソンを製作した三井の２社に対して、県が鈴木組に支払

った損害賠償金について、それぞれ求償したが、どちらも応じなかっ

たため、県は、平成 24 年第３回県議会定例会（11 月）での議決を得

た上で、平成 25年２月 20日に審査会に対し、ＪＦＥ及び三井を相手

方とする仲裁の申請をそれぞれ行った。 

   その後、三井は、県が権限なくケーソンを三井の所有地に放置した

として、ケーソンの保管に係る借地料相当額 1,117,872円の支払いを

求め、平成 27 年 12 月 25 日に審査会に対し、県を相手方とする仲裁

の申請を行ったため、県は、平成 28年第１回県議会定例会での議決を

得た上で、仲裁に応じることとし、当該事件は、県が申請した事件と

併合して審理された。 

   以後、審査会における審理が継続していたが、いずれの事件につい

ても平成 30年 12月 28日付けで審査会による仲裁判断が行われた。 

 

 ５ 仲裁判断の概要 

(1) 対ＪＦＥ事件 

   ア 請求の趣旨 

(ｱ) 被申請人（ＪＦＥ）は、申請人（県）に対し、79,328,058円及

びこれに対する平成 24 年５月 18 日から支払済みまで年 3.6％の

割合による遅延損害金を支払え。 

(ｲ) 仲裁費用は被申請人（ＪＦＥ）の負担とする。 

   イ 主文 

(ｱ) 被申請人（ＪＦＥ）は、申請人（県）に対し、17,718,441円及

びこれに対する平成 24 年５月 18 日から支払済みまで年 3.6％の

割合による金員を支払え。 
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(ｲ) 申請人（県）のその余の申請を棄却する。 

(ｳ) 仲裁費用は、これを５分し、その２を被申請人（ＪＦＥ）の負

担とし、その余は申請人（県）の負担とする。 

(2) 対三井事件 

   ア 第１事件の請求の趣旨 

(ｱ) 被申請人（三井）は、申請人（県）に対し、84,968,515円及び

これに対する平成 24 年５月 18 日から支払済みまで年 3.6％の割

合による遅延損害金を支払え。 

(ｲ) 仲裁費用は被申請人（三井）の負担とする。 

   イ 第２事件の請求の趣旨 

     被申請人（県）は、申請人（三井）に対し、1,117,872円及びこれ

に対する平成 25 年 11 月 26 日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

   ウ 主文 

(ｱ) 第１事件申請人（県）の申請を棄却する。 

(ｲ) 第２事件申請人（三井）の申請を棄却する。 

(ｳ) 仲裁費用は、各事件につき、その申請人の負担とする。 

 

 ６ 仲裁判断の効力 

   審査会における仲裁判断は、裁判における確定判決と同一の効力を有

し、控訴にあたる手続がないため、本件事件は、今回の仲裁判断で確定

となる。 

 

 ７ 仲裁判断後の対応 

・ 平成 31年１月 18日に、ＪＦＥから県に対し、損害賠償金 17,718,441

円の支払いが行われた。 

・ 今後、ＪＦＥから県に対し、遅延損害金 4,257,086円及び仲裁費用

の５分の２の 227,598円の支払いが行われる見込みである。 
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【真鶴港沖防波堤】 

真鶴港の沖合約 700ｍに位置する延長約 150ｍの沖防波堤は、港内の静穏度の向上を目

的として、県が平成 20年１月から平成 29 年３月にかけて整備したものであり、コンク

リートと鋼材で製作されたハイブリッドケーソン８函で構成されている。 

【ケーソンの構造】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【平成 22年６月 10日 ＪＦＥが製作したケーソンの進水作業の様子】 

 

 
   

  

本件仲裁事件
は１・２函目
のケーソンが
対象 

沖防波堤 

 

港内側 港外側 

中詰砂 

ケーソンの幅15.5m 

＋5.0ｍ 

断面図 製作済みケーソン 
ケーソン 

上部工 

基礎捨石 

 
 

-16.0ｍ 

ケーソン天端高   ＋2.5ｍ 

重量約3,200t 

  
大型起重機船により吊り上げられたケーソン       進水時に傾斜が発生したケーソン 

参考資料 
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Ⅵ 新たな住宅セーフティネット制度に基づく神奈川県賃貸住宅供給促進計

画の策定（案）について 

 

１ これまでの経過 

平成30年12月 第３回県議会定例会建設・企業常任委員会に計画素案

を報告 

平成30年12月～平成31年１月 

計画素案について県民意見募集（パブリック・コメン

ト）を実施 

 

２ 背景 

平成29年４月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律」が改正され、低額所得者や高齢者といった住宅確保要配慮

者（以下「要配慮者」という。）の入居を拒まない賃貸住宅（以下「登

録住宅」という。）を、都道府県、政令市、中核市が「登録」を行うと

ともに、登録住宅の情報を広く要配慮者に提供する新たな住宅セーフテ

ィネット制度が平成29年10月から始まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 策定の趣旨 

   住宅セーフティネット制度を、地域の実情にあわせ、計画的に推進す

るために、登録住宅の供給目標や必要な施策等を定める法定計画として、

神奈川県賃貸住宅供給促進計画の策定を行う。 

 

４ 計画案の概要 

(1) 計画期間 

2019（平成31）年度から2025年度までの７箇年とし、神奈川県住生
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活基本計画の改定を踏まえ、中間見直しを行う。 

(2) 要配慮者の追加 

高齢者や低額所得者等のほか、居住支援を行っている団体等からの

ヒアリングを踏まえ、LGBTの方や、要配慮者に対して生活支援を行う

方などを追加。 

(3) 賃貸住宅の供給目標 

住宅セーフティネット制度は、県営住宅を含む公的賃貸住宅のスト

ックの活用を中核とし、これを補完するために、民間賃貸住宅を提供

することを基本とする。 

   ア 公営住宅 50,000戸 

(2016年度から2025年度までの募集戸数の累計) 

  イ 登録住宅  2,800戸 

ウ 民間賃貸住宅の賃貸人等の要配慮者に対する入居拒否感の低減 

(4) 賃貸住宅の供給のための主要な施策等 

ア 公営住宅 

県営住宅の建替えを推進し、適切な管理を行うとともに、子育て

世帯等の入居の促進や高倍率の高齢単身者への対応を行う。 

イ 居住支援 

見守りなどによる生活支援を行う団体、法人に対して居住支援法

人となるよう、直接働きかけ、指定を推進するとともに、地域の実

情を踏まえたきめ細かい居住支援を行うため、市町村居住支援協議

会の設立を促進する。 

また、賃貸人の入居拒否感を払拭するため、親族に代わって緊急

時の対応を行う居住支援の検討を行う。さらに、福祉部局や市町村

と連携のもと、居住支援を伴う住宅のモデル事業のあり方を検討す

る。 

   ウ 民間賃貸住宅 

     従来からの制度である高齢者等の入居を拒まない住宅「かながわ

あんしん賃貸住宅」のオーナーに対して、本制度の登録住宅への移

行を働きかけ、住宅の登録を促進する。 

     また、国においては、申請書類を大幅に削減する等の対策をとっ

ているが、県ではさらに、国の補助金を活用して、申請手続きの入

力事務においても、行政書士等の専門家が業務を担うことで、賃貸

人の負担軽減を図るための支援を行う。 
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５ 計画素案に係る県民意見募集（パブリック・コメント）の状況 

(1) 意見募集期間 

   平成30年12月21日～平成31年１月20日 

(2) 意見募集方法 

   県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧、関係団体等への周知 

(3) 意見の提出方法 

   郵送、ファクシミリ、電子メール等 

(4) 提出された意見の概要 

ア 意見件数 15件 

イ 意見の内訳 

区  分 件 数 

賃貸住宅の供給の目標に関するもの   １件 

目標達成のための施策に関するもの   11件 

その他   ３件 

計   15件 

ウ 意見の反映状況 

区  分 件 数 

ａ 新たな計画案に反映しました。   １件 

ｂ ご意見のあった施策等は既に新たな計画案に盛

り込まれています。 

  ０件 

ｃ 今後の政策運営の参考とします。   ３件 

ｄ 反映できません。   ６件 

ｅ その他（感想・質問等）   ５件 

計   15件 

エ 主な意見 

ａ 新たな計画案に反映した意見 

     ・登録事業者に対する指導や監督をだれが行うのか、計画のな

かに明確にすべきである。 

ｂ 既に計画案に盛り込まれている意見 

・なし 

ｃ 今後の参考とする意見 

     ・行政の役割である「福祉の向上」の視点を、これからも堅持

してください。 

ｄ 反映できない意見 

     ・登録基準の床面積について、25平方メートル以上の物件しか
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適応にならないが、緩和を検討しては頂けないか。広めの

住宅を理想としているのは理解できるが、現実として横

浜・川崎の都市部では、単身者であれば20平方メートル前

後の物件が普及している。25平方メートル以上となるとそ

れだけで間口が狭い話となるので、要件の緩和を検討して

もらえないか。 

ｅ その他（感想・質問等） 

     ・県民に、弱者に対する行政の取組みを分かりやすく報告し、

併せて予算額も知らせてほしい。 

 

６ 素案からの主な変更点 

・登録事業者に対する指導監督を行う者を明確化 

 

７ 今後の予定 

平成31年３月 「神奈川県賃貸住宅供給促進計画」を策定・公表 
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Ⅶ 神奈川県高齢者居住安定確保計画の改定（案）について 

 

１ これまでの経過 

平成30年12月 第３回県議会定例会建設・企業常任委員会及び厚生常

任委員会に改定素案を報告 

平成30年12月～平成31年１月 

 改定素案について県民意見募集（パブリック・コメン

ト）を実施 

 

２ 計画の概要 

神奈川県高齢者居住安定確保計画（以下「現計画」という。）は、

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく法定計画として、高

齢者向け賃貸住宅や介護保険施設等、高齢者の住まいの供給目標などを

定め、平成23年４月に策定した。現計画は2015（平成27）年度から2020

年度までの６箇年を計画期間としている。 

 

３ 改定の趣旨 

  現計画では、改定後、原則として３年ごとに見直しを行うことを規定

しており、高齢者向け賃貸住宅等の供給目標や計画期間を改めるととも

に、この間の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（新たな住宅セーフティネット法）」の改正施行等を踏まえた施

策を加えるなどの改定を行う。 

 

４ 改定案の概要 

(1) 計画期間 

2019（平成31）年度から2028年度までの10箇年とし、原則として５

年ごとに見直しを行う。 

(2) 基本理念 

「人生100歳時代に向けて、高齢者が安心していきいきと暮らせる

住まいまちづくり」 

(3) 高齢者向け賃貸住宅及び介護保険施設等の主な供給目標 

ア サービス付き高齢者向け住宅    19,000戸 

イ 特別養護老人ホーム         定員 39,697人 

ウ 特定施設（有料老人ホーム等）定員 40,802人  

エ 認知症高齢者グループホーム  定員 14,337人 

オ 軽費老人ホーム   定員 2,135人 
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カ 養護老人ホーム   定員 1,350人 

   ※アは2011年度から2028年度までの供給の累計戸数、イ～カは「かな

がわ高齢者保健福祉計画」における2020年度までの目標定員数 

(4) 高齢者の居住の安定確保に向けた取組（主な施策） 

・サービス付き高齢者向け住宅の登録及び適正管理の促進 

・高齢者の住まい等の情報提供の充実 

・「新たな住宅セーフティネット制度」に基づく賃貸住宅の活用や

居住支援法人の指定の促進 

 

５ 改定素案に係る県民意見募集（パブリック・コメント）の状況 

(1) 意見募集期間 

  平成30年12月21日～平成31年１月20日 

(2) 意見募集方法 

  県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧、関係団体等への周知 

(3) 意見の提出方法 

  郵送、ファクシミリ、電子メール等 

(4) 提出された意見の概要 

ア 意見件数 ６件 

イ 意見の内訳 

区  分 件 数 

施策の基本理念・目標に関するもの   １件 

目標達成のための施策に関するもの   ３件 

その他   ２件 

計   ６件 

ウ 意見の反映状況 

区  分 件 数 

ａ 新たな計画案に反映しました。   １件 

ｂ ご意見のあった施策等は既に新たな計画案に盛

り込まれています。 

  １件 

ｃ 今後の政策運営の参考とします。   ３件 

ｄ 反映できません。   ０件 

ｅ その他（感想・質問等）   １件 

計   ６件 
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エ 主な意見 

ａ 新たな計画案に反映した意見 

 ・高齢者の生きがいづくりには、見守り等の地域の生活支援

活動に参加することの他にも、たとえば、農作業などを体

験することも考えられると思う。このことを計画に書き加

えられないか。 

ｂ 既に計画案に盛り込まれている意見 

・ 住民の身近な支援や課題の解決ができるように、市町村に

居住支援協議会を設立してもらえないか。 

ｃ 今後の参考とする意見 

 ・サービス付き高齢者向け住宅が郊外に立地した場合、必要

なサービスが受けにくく、利便性が低下することが懸念さ

れている。サービス付き高齢者向け住宅の立地を誘導する

取組を進めるべきではないか。 

ｄ 反映できない意見 

 ・なし 

ｅ その他（感想・質問等） 

 ・サービス付き高齢者向け住宅の供給目標19,000戸の設定に

あたっては、どのように算出されたのか。 

 

６ 素案からの主な変更点 

 ・「地域の拠点で働く元気な高齢者等の活躍の場の創出」に、具体例を

追記 

 

７ 今後の予定 

平成31年３月 「神奈川県高齢者居住安定確保計画」を改定・公表 
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Ⅷ 神奈川県県営住宅 健康団地推進計画（案）について 

 

１ これまでの経過 

平成30年12月 第３回県議会定例会建設・企業常任委員会に計画素案

を報告 

平成30年12月～平成31年１月 

 計画素案について県民意見募集（パブリック・コメン

ト）を実施 

 

２ 策定の趣旨 

・ 県営住宅は、「神奈川県県営住宅ストック総合活用計画」と「神奈

川県県営団地再生計画」に基づき、住宅の整備や団地再生等を推進し

てきた。 

・ 現在、県営住宅では、施設の老朽化などから、年々、空き家が増加

しているため、家賃収入が減少し、施設整備が計画通りに進まないと

いった悪循環に陥っている。また、入居者の高齢化が著しく進行し、

健康団地への再生が必要となっている。 

・ 今回、この悪循環からの脱却と健康団地再生の強化を大きな柱とし、

これまでの２つの計画を統合して新たな計画「神奈川県県営住宅 健

康団地推進計画」を策定し、県営住宅が今後も住宅セーフティネット

の中核としての役割を持続的に果たせるよう、取り組む。 

 

 

 

 

 

 

３ 計画案の概要 

(1) 計画の位置づけ 

本計画は、県の住宅政策である「かながわの住宅計画」の一部であ

り、「神奈川県公共施設等総合管理計画」の個別施設計画としても位

置づける。 

(2) 計画期間 

2019（平成31）年度から2028年度までの10箇年とし、原則として５

年ごとに見直しを行う。 

健康団地とは、人生100歳時代において、今後、県営住宅が地域

活力向上の拠点として持続的に役割を果たすことができるよう、

入居者、県、市町、福祉団体等の連携のもと、近隣住民も巻き込

んだ多様な交流により、「だれもが健康で安心していきいきと生

活できる健康団地」へと再生すること。 
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(3) 基本方針 

基本方針を「だれもが健康で安心していきいきと生活できる『健康

団地』への再生」とし、４つの施策展開の方向により、計画的かつ効

果的に取り組んでいく。 

計画の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 施策展開の方向１ 住宅セーフティネット機能の強化 

県営住宅は、重層的な住宅セーフティネットの中核としての役割を

担っており、今後も長期にわたって需要が見込まれていることから、

現状の約４万５千戸を維持する。その上で、子育て世帯、高倍率の高

齢単身者など、多様化する住宅困窮者の入居促進に取り組む。 

(5) 施策展開の方向２ 建替えの推進と適切な維持管理 

今後10年間で建替え時期を迎える住宅が急増することから、今後の

整備は建替えに集中し、そのスピードを速めていく（10年間の建替え

対象戸数 約7,000戸）ことにより、県営住宅のバリアフリー化や居住

性能の向上に取り組む。その他の住宅についても計画的な修繕を行う

など、適切な整備と維持管理に取り組む。 

【基本方針】

だれもが健康で安心していきいきと生活できる

「健康団地」への再生

施設整備（ハード）

①住宅セーフティネットの機能の強化

③健康づくり、コミュニティづくりと居住支援 ④持続可能な団地経営

居住支援（ソフト）

県 営 住 宅

【施策展開の方向】

②建替えの推進と適切な維持管理

建替えの遅れ

施設の老朽化

入居者の高齢化

自治会活動の停滞

住宅困窮者の多様化

空き住戸の増加

【課題】【課題】

家賃収入の減少
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(6) 施策展開の方向３ 健康づくり、コミュニティづくりと居住支援 

建替えや既存団地の空き住戸活用によって、団地全体のバリアフリ

ー対応や、健康づくり、コミュニティづくりの拠点等の整備を進める

とともに、その拠点等を活用して、入居者、近隣住民、県、市町、福

祉団体等が連携しながら、コミュニティ活動の活性化を図る。併せて、

入居者が健康で安心して生活するための居住支援に取り組む。 

(7) 施策展開の方向４ 持続可能な団地経営 

ＰＰＰ／ＰＦＩなどの民間活力の導入や、建替えで生じた余剰地の

売却収入、建替え後の家賃収入の増加など、様々な工夫によって、こ

れまで以上に事業規模が大きくなっても、県財政の負担を増大させる

ことなく、持続可能な団地経営を実現する。 

 

４ 計画素案に係る県民意見募集（パブリック・コメント）の状況 

(1) 意見募集期間 

平成30年12月21日～平成31年１月21日 

(2) 意見募集方法 

県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧、自治会等への周知 

(3) 意見の提出方法 

郵送、ファクシミリ、電子メール等 

(4) 提出された意見の概要 

ア 意見件数 41件 

イ 意見の内訳 

区  分 件 数 

基本方針に関するもの   ２件 

施策展開の方向１ 住宅セーフティネット機能の強

化に関するもの 

  ８件 

施策展開の方向２ 建替えの推進と適切な維持管理

に関するもの 

  11件 

施策展開の方向３ 健康づくり、コミュニティづく

りと居住支援に関するもの 

  11件 

施策展開の方向４ 持続可能な団地経営に関するも

の 

  ５件 

その他   ４件 

計   41件 
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ウ 意見の反映状況 

区  分 件 数 

ａ 新たな計画案に反映しました。   ２件 

ｂ ご意見のあった施策等は既に新たな計画案に盛

り込まれています。 

  13件 

ｃ 今後の政策運営の参考とします。   15件 

ｄ 反映できません。   ７件 

ｅ その他（感想・質問等）   ４件 

計   41件 

エ 主な意見 

ａ 新たな計画案に反映した意見 

 ・健康づくり、コミュニティづくりに農業は欠かせない。共

同菜園の整備などの方針を盛り込んでほしい。 

 ・入居者の高齢化に対応した、民間企業が提供する見守りサ

ービスを活用する方法もあるため、県でも情報提供に努め

てほしい。 

ｂ 既に計画案に盛り込まれている意見 

 ・年齢を重ねるごとに草刈り、清掃ができなくなってきてい

るので、清掃を頼んでほしい。 

 ・団地の照明のＬＥＤ化を早く進めてほしい。 

ｃ 今後の参考とする意見 

 ・安易なＰＰＰ／ＰＦＩなどの民間活力の導入に、反対であ

る。検証を十分に行い、県民に明らかにしてほしい。 

 ・ペット、草刈り、樹木せん定等の団地内の問題に協力して

くれる業者に、余剰地を売却してほしい。 

ｄ 反映できない意見 

 ・外国籍世帯の入居が増加していることから、入居にあたっ

ては、日本語の簡単な読み書きのテストを実施してほしい。 

ｅ その他（感想・質問等） 

 ・住民団体が中心になって進めているまちづくりに、大きな

影響を及ぼす計画で、強い関心を持っている。今後も、意

見や要望を提出する。 
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５ 素案からの主な変更点 

   ・健康づくり、コミュニティづくりには農業への参加も重要であるた

め、生きがいづくりとして「農業の新たな担い手としての活動」を

追加する。また、コミュニティ広場の整備イメージとして「共同花

壇・菜園」を追加する。 

   ・入居者の高齢化に対応するため、居住支援の取組事例として「民間

企業が提供する見守りサービス」を追加する。 

 

６ 今後の予定 

平成31年３月 神奈川県県営住宅 健康団地推進計画を策定・公表 
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